
とくしま環境県民会議規約

第１章 総則
（名称）
第１条 本会は、とくしま環境県民会議（以下「県民会議」という。）と称する。

（目的）

第２条 県民会議は、徳島県環境基本条例の基本理念を踏まえ、「人と自然とが共生する住みやすい
徳島」を実現するために、環境首都とくしま憲章を掲げ、県民、事業者、行政の各主体が緊密な連携
及び協力のもとで、提言、調査研究、普及啓発等に取り組むとともに、それぞれの役割に応じて、積
極的かつ主体的に環境負荷の低減に向けた行動を実践することを目的とする。

第２章 県民会議が行う事業
（事業）
第３条 県民会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地球環境保全の推進に関する事業
(2) 環境美化及びごみの減量化・リサイクルの推進に関する事業

(3) 環境学習の推進に関する事業
(4) 環境の保全・創造に資する事業
(5) その他、県民会議の目的を達成するために必要な事業

第３章 会員

（会員）
第４条 県民会議の会員は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。
(1) １号会員 別表１に掲げる県内の団体、事業者及び関係行政機関
(2) ２号会員 別表２に掲げる学識経験者

（責務）

第５条 会員は、それぞれの役割に応じて、県民会議の行う事業に積極的に協力するとともに、自ら環
境負荷の低減に向けた取り組みに努めるものとする。

第４章 役員
（役員）

第６条 県民会議に、次の役員を置く。
(1) 会長 １名
(2) 副会長 ２名
(3) 監事 ２名

（役員の選出方法）
第７条 役員は、総会において選任する。

２ 役員が欠けたときは、補欠を選任することができる。その場合は、その選任については、前項の規定
を準用する。

３ 会長、副会長、監事は、相互に兼ねることができない。
（役員の職務）
第８条 役員は、次の各号に掲げるところにより、それぞれの職務を行う。

(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたるときは、会長があらかじめ指名した順序
によってその職務を代行する。

(3) 監事は、県民会議の会計を監査し、総会に報告する。
（役員の任期）

第９条 役員の任期は２年とする。ただし、再任することを妨げない。
２ 役員が欠けたことにより、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
３ 役員は、辞任または任期終了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。

（役員の報酬）
第10条 役員は無報酬とする。



第５章 会議
（総会の構成及び招集）
第11条 総会は、会員をもって構成する。

２ 通常総会は、毎年１回会計年度終了後３ヶ月以内に会長が招集する。また、会長は必要に応じて臨
時総会を招集することができる。

３ 会長は会議の議長となり、議事を総理する。
４ 会長は、必要と認める場合は、総会に会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

（総会の招集方法）
第12条 総会の招集は、開催日の２週間前に、日時、場所、及び会議に付議すべき事項を書面をもっ
て会員に通知する。

（総会の定足数）

第13条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

（議決）
第14条 総会における議決権は各会員１個とし、総会の議事は出席した会員の過半数をもって成立す
る。ただし、可否同数のときは議長が決する。

（書面議決及び委任）
第15条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された会議に付議すべ
き事項について、書面をもって議決するか、または代理人に議決を委任することができる。

２ 前項の場合において、前２条の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。

（総会の議決事項）
第16条 総会は次の事項について議決する。
(1) 県民会議の規約に関すること
但し、第４条に定める別表１及び別表２に関することを除く

(2) 役員の選任に関すること

(3) 事業計画の決定及び事業報告の承認に関すること
(4) 県民会議の予算及び決算に関すること
(5) その他、県民会議の運営に関する重要な事項に関すること

（幹事会）

第17条 幹事会は、幹事をもって構成する。
２ 幹事は、県民会議の副会長及び第18条第２項に規定する部会の部会長、副部会長及び部会にお
いて選出された者をもって充てる。

３ 幹事会に幹事長及び幹事長代理を置き、それぞれ幹事の互選による。
４ 幹事長は、幹事会を代表し、幹事会を総理する。
５ 幹事長代理は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。

６ 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集し、幹事長が会議の議長となり、議事を総理する。
７ 幹事がやむを得ない事由により幹事会に出席することができないときは、幹事長の承認を得て、代
理人を出席させることができる。

８ 幹事会は、次の事項を実施する。
(1) 第４条に定める別表１及び別表２の変更の議決に関すること

(2) 事業計画等総会に付議すべき事項の審議に関すること
(3) 総会の議決に従って事業を実施すること
(4) その他、幹事会が必要と認めた事項に関すること

９ 幹事長は、必要と認める場合は、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

10 環境首都とくしまの実現に向け、幹事会に必要な提言を行うため、環境首都とくしま推進委員会を
置く。

11 環境首都とくしまづくりを担う人材育成に向け、環境学習に関し、情報交換及び連携・協力並びに
幹事会への提言等を行うため、とくしま環境学習推進会議を置く。

12 幹事会の円滑な運営及び幹事会で決定された事業の推進を図るために、幹事会に企画運営委員
会を置く。



13 環境首都とくしま推進委員会、とくしま環境学習推進会議及び企画運営委員会の組織及び運営に

関する事項は、幹事長が別に定める。

（部会）
第18条 県民会議の事業を円滑に推進するために、県民会議に別表３に掲げる部会を置く。
２ 部会には、部会長及び副部会長をそれぞれ１名ずつ置く。
３ 部会の組織及び運営に関する事項は、会長が別に定める。

第６章 会計
（会計）
第19条 県民会議の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。
２ 県民会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第７章 事務局
（事務局）
第20条 県民会議の事務を処理するため、徳島県危機管理環境部グリーン社会推進課に事務局を

置く。
２ 事務局に関する事項は、会長が別に定める。

第８章 補則
（補則）

第21条 この規約に定めるもののほか、県民会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

附則
１ この規約は、平成12年１月29日から施行する。
２ 県民会議設立当初の会計年度は、第19条第２項の規定にかかわらず、設立の日から平成12年３月
31日までとする。

附則
この規約は、平成13年4月1日から施行する。

附則
この規約は、平成14年6月14日から施行する。

附則

この規約は、平成16年6月16日から施行する。
附則
この規約は、平成17年6月10日から施行する。

附則
この規約は、平成18年6月１日から施行する。

附則
この規約は、平成21年6月10日から施行する。

附則
この規約は、平成25年6月11日から施行する。

附則
この規約は、令和2年7月1日から施行する。

附則
この規約は、令和3年7月20日から施行する。



（別表 １）
特定非営利活動法人太陽と緑の会 大塚製薬株式会社徳島本部
認定特定非営利活動法人新町川を守る会 株式会社大塚製薬工場
勝浦川流域ネットワーク 兼子建設株式会社
社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 倉敷紡績株式会社徳島工場
徳島県子ども会連合会 株式会社ジェイテクト徳島工場
特定非営利活動法人徳島県消費者協会 サンスター株式会社徳島工場
徳島県生活協同組合連合会 三洋電機株式会社エナジー社 徳島工場
徳島県生活学校連絡会 四国トーセロ株式会社
徳島県消費者大学校ＯＢ会 新日本理化株式会社徳島工場
徳島県青年連合会 大鵬薬品工業株式会社徳島工場
徳島県女性協議会 電源開発株式会社橘湾火力発電所
一般財団法人徳島県婦人団体連合会 東亜合成株式会社徳島工場
一般社団法人日本青年会議所・四国地区徳島ブロック協議会 日亜化学工業株式会社
公益財団法人徳島県母子寡婦福祉連合会 シオノギファーマ株式会社徳島工場
公益財団法人徳島県老人クラブ連合会 新日本電工株式会社徳島工場
徳島県環境衛生組合連合会 昭和電工マテリアルズ株式会社五井事業所（徳島）
特定非営利活動法人徳島共生塾一歩会 冨士ファニチア株式会社
特定非営利活動法人徳島環境カウンセラー協議会 三木資源株式会社
特定非営利活動法人ボランティア鳴門西 株式会社美馬開発
一般社団法人徳島県交通安全協会 徳島バス株式会社
徳島県学童保育連絡協議会 徳島信用金庫
一般社団法人徳島青年会議所 大塚倉庫株式会社四国支店
まねきＮＥＣＯの会 株式会社日産サティオ徳島
阿南市ボランティア連絡協議会 株式会社パブリック・ベースボールクラブ徳島
特定非営利活動法人環境コミュニティみらい 株式会社ネオビエント
正法寺川を考える会 ダイオーペーパープロダクツ株式会社徳島事業所
一般社団法人日本自動車連盟徳島支部 株式会社あわわ
日本労働組合総連合会徳島県連合会 株式会社那賀ウッド
特定非営利活動法人江川エコフレンド 日清紡ホールディングス株式会社徳島出張所
緑のカーテンをひろげる会 日清紡ケミカル株式会社徳島事業所
特定非営利活動法人ゼロ･ウェイストアカデミー 徳島県林業種苗協同組合
特定非営利活動法人カイフネイチャーネットワーク 公益財団法人徳島県林業労働力確保支援センター
徳島県職員労働組合エコシステム研究会 徳島県水源林造林協議会
特定非営利活動法人環境首都とくしま創造センター 林業・木材製造業労働災害防止協会徳島県支部
徳島県地球温暖化防止活動推進協議会 徳島県素材生産流通協同組合
徳島県高等学校PTA連合会 日本郵便株式会社 四国支社
認定特定非営利活動法人とくしま県民活動プラザ 徳島合同証券株式会社
徳島県ＥＭ普及協会 徳島空港ビル株式会社
新池川をきれいにする会 倉敷紡績株式会社徳島バイオマス発電所
大久保谷川クリーンクラブ
徳島県シルバー大学校徳島校ＯＢ会
江川奉仕橋かもクラブ マスコミ等
特定非営利活動法人フードバンクとくしま
加茂谷へんろ道の会 ＮＨＫ徳島放送局
徳島市ＥＣＯリーダー会 四国放送株式会社
徳島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 社団法人徳島新聞社
えがお＋for kids sports 株式会社エフエム徳島
公益財団法人 徳島県スポーツ協会
特定非営利活動法人エコロジカル・ファーストエイド
公益財団法人大阪ＹＭＣＡ ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター 行政機関
とくしま自然観察の会

事業者・事業者団体等 徳島市
鳴門市

徳島県商工会議所連合会 小松島市
徳島県商工会連合会 阿南市
徳島県中小企業団体中央会 吉野川市
エコショップ 阿波市
徳島県農業協同組合中央会 美馬市
徳島県森林組合連合会 三好市
徳島県漁業協同組合連合会 勝浦町
一般社団法人徳島県トラック協会 上勝町
公益社団法人食品容器環境美化協会・徳島地方連絡会議 佐那河内村
徳島県資源加工処理協同組合 石井町
徳島県電機商業組合 神山町
徳島県空調冷凍工業会 那賀町
一般社団法人徳島県産業資源循環協会 美波町
一般財団法人徳島県観光協会 牟岐町
一般社団法人徳島県建設業協会 海陽町
一般財団法人徳島県環境整備公社 松茂町
公益社団法人徳島県建築士会 北島町
四国電力株式会社徳島支店 藍住町
四国旅客鉄道株式会社徳島企画部 板野町
一般社団法人徳島経済同友会 上板町
株式会社阿波銀行 つるぎ町
四国ガス株式会社徳島支店 東みよし町
株式会社徳島大正銀行 徳島県市長会
阿南商工会議所 徳島県町村会
とくしま地球環境倶楽部 海部郡衛生処理事務組合
リコージャパン株式会社四国支社徳島事業部 中央広域環境施設組合
株式会社姫野組 美馬環境整備組合
北島町商工会 みよし広域連合
本州四国連絡高速道路株式会社鳴門管理センター 国土交通省徳島河川国道事務所
西日本高速道路株式会社四国支社徳島高速道路事務所 徳島県
国立大学法人徳島大学 徳島県教育委員会
阿南工業高等専門学校 徳島県警察本部
阿洲土建株式会社 海上自衛隊徳島教育航空群
王子製紙株式会社富岡工場 海上自衛隊第２４航空隊
大塚化学株式会社徳島工場 気象庁徳島地方気象台
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（別表 ２）

役 職 名 氏 名

徳島大学名誉教授 長 尾 善 光
徳島大学学長 野 地 澄 晴
徳島大学副学長 佐々木 卓 也
徳島大学大学院教授 奥 嶋 政 嗣
徳島大学大学院准教授 河 口 洋 一
関西大学教授 石 田 和 之
徳島大学大学院准教授 渡 辺 健
徳島大学大学院講師 佐々木 千 鶴
徳島大学大学院助教 井 上 貴 文
四国大学元教授 佐 渡 君 江
四国大学元教授 蔵 本 暢 浩
鳴門教育大学教授 宮 下 晃 一
阿南工業高等専門学校准教授 加 藤 研 二
徳島県建築士会 佐 藤 幸 好

（別表 ３）

部 会 名

ス ト ッ プ 温 暖 化 部 会

ク リ ー ン ・ リ サ イ ク ル 推 進 部 会
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